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山　　形　　県　　公　　報 号外(■)平成■年■月■日（■曜日）

平成16年７月30日（金）

 

号　　外（56）

  目　　　　　次  

訓　　　　　令

　○山形県職員の職務発明等に関する規程の一部を改正する訓令………………………………（学術振興課）…１

  訓　　　　　令  

山形県訓令第20号

庁　　　　　中

出　先　機　関

　山形県職員の職務発明等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成16年７月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県職員の職務発明等に関する規程の一部を改正する訓令

　山形県職員の職務発明等に関する規程（昭和52年４月県訓令第17号）の一部を次のように改正する。

　第15条中「、山形県職務発明審査会の会長、副会長及び委員」を削る。

　第17条から第22条までを削り、第23条を第17条とする。

　別表を削る。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

(毎週火・金曜日発行)
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